
福岡県選手強化推進事業補助金交付要綱 

（趣 旨） 

第 １ 条 この要綱は、福岡県選手強化推進実行委員会（以下「実行委員会」という。）が、実行委員会会則

第３条の規定により、体育団体等（「体育団体等」とは、（公財）福岡県スポーツ協会、 （公財）

福岡県スポーツ振興センター、福岡県中学校体育連盟、福岡県高等学校体育連盟、（公財）福岡県ス

ポーツ協会加盟競技団体及び実行委員会が指定した団体等をいう。）が行う福岡県選手強化推進事業

に要する経費に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定める。 

 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第 ２ 条 会長は、体育団体等が実施する事業（以下「補助対象事業」という。）に対し予算の範囲内におい

て別表により補助金を交付するものとする。 

 

（補助対象団体等） 

第 ３ 条 この補助金の交付の対象となる体育団体等は、前条に規定する事業を行う団体等で、以下の各号に

該当しないものとする。 

      一 暴力団又は暴力団員 

 二 暴力団員が役員となっているもの 

      三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの 

 

（補助金の交付申請） 

第 ４ 条 補助金の交付を受けようとする体育団体等は、補助金交付申請書に別記必要書類を添えて、計画後、 

すみやかに会長に提出しなければならない。 

                             

（補助金の交付の決定及び通知） 

第 ５ 条 会長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容等を審査し適

当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。補助金の交付を決定したときは、その決定し

た内容を補助金交付の申請をした体育団体等（以下「補助対象事業者」という。）に通知するものと

する。 

 

（補助金の交付の条件） 

第 ６ 条 会長は、補助金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するために必要があるときは条

件を付すものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第 ７ 条 補助対象事業者は補助対象事業の内容を変更する場合は、あらかじめ変更交付申請書により、会長

の承認を受けなければならない。 

ただし、交付の決定に係る補助金の額に変更をきたさない程度の軽微な場合についてはこの限りで

はないが、当該事業に参加する者に変更がある場合については、参加者変更名簿を直ちに提出するも

のとする。 

 

（事業実施報告書の提出） 

第 ８ 条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは完了後１か月以内、又は翌年度の４月１０日ま

でのいずれか早い日までに事業実施報告書に別記必要書類を添えて、会長に提出しなければならない。 

 

 



（補助金の額の確定及び通知） 

第 ９ 条 会長は、前条の規定による事業実施報告書の提出があった場合において、その内容、成果等を審査

の上適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（事業の調査及び検査） 

第 10 条 会長は、補助対象事業の遂行に適正を期するため、必要があると認めたときは、事業の遂行の状況

を現地調査し、必要書類、帳簿及び関係資料等を検査することができる。 

 

（補助金の概算払）  

第 11 条 第２条の規定による補助金の支払について、会長が必要と認めるときは、交付決定額を概算払する

ことができる。この場合においては、第８条に規定する事業実施報告書をもって精算するものとする。 

     ２ 補助金の概算払を受けようとするものは、概算請求書に必要事項を記載し会長に請求するものとす

る。 

 

（補助金の返還等） 

第 12 条 会長は、補助対象事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の額を減額し、一部又は全額の

返還を命ずることができる。 

     （１） 補助対象事業に要した経費が補助金の額を下まわった場合 

     （２） 交付した補助金を目的以外の用途に使用した場合 

       （３） 事業計画の変更の承認を事前に受けなかった場合 

        （４） 補助対象事業の遂行の状況調査や必要書類等の検査を拒んだ場合 

       （５） 第３条各号に該当する団体等であることが判明した場合  

        （６） その他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合 

      

（帳簿及びその証拠書類の保管） 

第 13 条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、補助対

象事業の完了した日の属する翌年度から５年間保存しなければならない。  

       

附 則 

  この要綱は、平成３年５月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成４年４月１日から一部改正、施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成７年４月１日から一部改正、施行する。 

      附 則   

  この要綱は、平成22年４年１日から一部改正、施行する。 

      附 則  

  この要綱は、平成23年４月１日から一部改正、施行する。 

附 則  

  この要綱は、平成25年４月１日から一部改正、施行する。 

附 則  

  この要綱は、平成29年４月１日から一部改正、施行する。 

附 則  

  この要綱は、平成30年４月１日から一部改正、施行する。 

附 則  

  この要綱は、令和７年４月１日から一部改正、施行する。 



ア 補助対象事業 
 

 

イ 補助対象経費 
 

報 償 費 謝  金 
強化指定者については１日6,000円以内 
特別講師（外部指導者、学識経験者等）については実行委員会事務局と協
議のうえ決定し、１日15,000円以内 

旅   費 

宿 泊 費 宿泊都道府県の上限額以内（留意事項参照） 

交 通 費 

【県内】県内交通費一覧表による 
【県外】公共交通機関領収書等により精算する 
    自家用車の場合、MapFanで最短距離計算を行い、 
    1ｋｍにつき、20円で精算する 

需 用 費 

食 糧 費 昼食等にかかる経費 

消 耗 品 費 単価が税込み50,000円未満の物品の購入費 

燃 料 費 船舶等にかかるガソリン代 

役 務 費 
運 搬 費 大型用具を運ぶ運送費 

通 信 費 電話代、切手代 

使用料及び 
賃 借 料 

会 場 使 用 料 
会場使用にかかる経費 
（ボウリング競技のゲーム代、ゴルフ競技の練習場打席代、 
練習ラウンドにかかる施設使用料など） 

用 具 等 借 上 料 
用具等の借上げにかかる費用（リース代など） 
貸切バス（運賃、ガソリン代、保険料を一括したものに限る） 
※実行委員会事務局と協議のうえ決定する 

保 険 料 保 険 料 
事業の実施にかかるスポーツ傷害保険への加入料(スポーツ安全保険な
ど) 

 

 

補 助 対 象 事 業   

  

  

  

  

 

 

事 業 区 分 内    容 

選手強化 競技力強化事業（日帰り練習も含む）、ふるさと選手活動支援事業 

ジュニア対策 各種スポーツ大会等 

スポーツ医・科学サポート 
スポーツ医事・健康体力相談 

スポーツアドバイザー派遣事業 

特別事業 ナショナルアスリートパスウェイ構築事業  


